
佐 久 市 保 健 福 祉 審 議 会 次 第 

 

 

平成２６年８月８日（金） 

午後１時１５分 

佐久市議会棟全員協議会室 

 

 

１ 開  会 

 

 

２ 諮  問 

 

 （１）佐久市第６期介護保険事業計画・老人福祉計画の策定について 

 

 

３ 審議事項 

 

 （１）佐久市第６期介護保険事業計画・老人福祉計画の策定について 

 

 

４ 閉  会 
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第６期介護保険事業計画 老人福祉計画 策定について 

 

 

○ 計画策定の基本理念 

 

本計画は、「みんなが生涯現役で住みよい健康長寿のまちの形成」を基本

理念として、「みんなが生き生きと安心して暮らせるまちづくり」「世界最高

健康都市づくりの推進」を行う施策展開をします。 

 

 

○ 計画の性格と位置づけ 

 

介護保険事業計画は、介護保険法第１１７条において策定が義務付けられ

ており、介護保険の給付等対象サービスの種類や各サービス料の見込を定め

るとともに、第６期介護保険事業計画については、「団塊の世代」が７５歳

以上となる２０２５（平成３７）年に向け、２０２５年度の介護需要やその

ために必要な保険料水準を推計するとともに、第６期から第９期における段

階的な充実の方針と、第６期の目指す目標と具体的な施策を計画に明らかに

することが求められています。 

 本計画は、「佐久市総合計画」を上位計画とし、国の「介護保険事業に係

る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針」に対応したものと

するとともに、「佐久市地域福祉計画」「佐久市健康づくり２１計画」「佐久

市障害者プラン」等との整合性を図るものとする。また、本計画は老人福祉

法・介護保険法との調和が保たれたものとします。 

 

 

○ 計画期間 

 

   本計画の期間は３年を１期と定められており、第６期の事業計画は平成

２７年度から２９年度となります。 
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介護保険法（抜粋） 

第七章 介護保険事業計画  

 

（基本指針）  

第百十六条 厚生労働大臣は、介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確

保するための基本的な指針（以下「基本指針」という。）を定めるものとする。  

２ 基本指針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。 

一 介護給付等対象サービスを提供する体制の確保及び地域支援事業の実施

に関する基本的事項  

二 次条第一項に規定する市町村介護保険事業計画において同条第二項第一

号の介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込みを定めるに当たって

参酌すべき標準その他当該市町村介護保険事業計画及び第百十八条第一項

に規定する都道府県介護保険事業支援計画の作成に関する事項 

三 その他介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するために必要

な事項 

３ 厚生労働大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更するに当たっては、あ

らかじめ、総務大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。 

４ 厚生労働大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、

これを公表しなければならない。 

 

（市町村介護保険事業計画）  

第百十七条 市町村は、基本指針に即して、三年を一期とする当該市町村が行

う介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画（以下「市町村介

護保険事業計画」という。）を定めるものとする。 

２ 市町村介護保険事業計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 当該市町村が、その住民が日常生活を営んでいる地域として、地理的条

件、人口、交通事情その他の社会的条件、介護給付等対象サービスを提供

するための施設の整備の状況その他の条件を総合的に勘案して定める区域

ごとの当該区域における各年度の認知症対応型共同生活介護、地域密着型

特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

に係る必要利用定員総数その他の介護給付等対象サービスの種類ごとの量

の見込み 

二 各年度における地域支援事業の量の見込み 

３ 市町村介護保険事業計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に

掲げる事項について定めるよう努めるものとする。  

一 前項第一号の必要利用定員総数その他の介護給付等対象サービスの種類
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ごとの見込量の確保のための方策 

二 各年度における地域支援事業に要する費用の額及び地域支援事業の見込

量の確保のための方策 

三 指定居宅サービスの事業、指定地域密着型サービスの事業又は指定居宅

介護支援の事業を行う者相互間の連携の確保に関する事業その他の介護給

付等対象サービス（介護給付に係るものに限る。）の円滑な提供を図るため

の事業に関する事項 

四 指定介護予防サービスの事業、指定地域密着型介護予防サービスの事業

又は指定介護予防支援の事業を行う者相互間の連携の確保に関する事業そ

の他の介護給付等対象サービス（予防給付に係るものに限る。）の円滑な提

供及び地域支援事業の円滑な実施を図るための事業に関する事項 

五 認知症である被保険者の地域における自立した日常生活の支援に関する

事項、医療との連携に関する事項、高齢者の居住に係る施策との連携に関

する事項その他の被保険者の地域における自立した日常生活の支援のため

必要な事項 

４ 市町村介護保険事業計画は、当該市町村の区域における要介護者等の人数、

要介護者等の介護給付等対象サービスの利用に関する意向その他の事情を勘

案して作成されなければならない。 

５ 市町村は、第二項第一号の規定により当該市町村が定める区域ごとにおけ

る被保険者の心身の状況、その置かれている環境その他の事情を正確に把握

した上で、これらの事情を勘案して、市町村介護保険事業計画を作成するよ

う努めるものとする。 

６ 市町村介護保険事業計画は、老人福祉法第二十条の八第一項 に規定する市

町村老人福祉計画と一体のものとして作成されなければならない。  

７  市町村介護保険事業計画は、社会福祉法第百七条 に規定する市町村地域

福祉計画その他の法律の規定による計画であって要介護者等の保健、医療、

福祉又は居住に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければな

らない。 

８ 市町村は、市町村介護保険事業計画を定め、又は変更しようとするときは、

あらかじめ、被保険者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものと

する。 

９ 市町村は、市町村介護保険事業計画（第二項各号に掲げる事項に係る部分

に限る。）を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県の意

見を聴かなければならない。 

１０ 市町村は、市町村介護保険事業計画を定め、又は変更したときは、遅滞

なく、これを都道府県知事に提出しなければならない。 
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老人福祉法（抜粋） 

第三章の二 老人福祉計画  

 

（市町村老人福祉計画）  

第二十条の八  市町村は、老人居宅生活支援事業及び老人福祉施設による事業

（以下「老人福祉事業」という。）の供給体制の確保に関する計画（以下「市

町村老人福祉計画」という。）を定めるものとする。 

２ 市町村老人福祉計画においては、当該市町村の区域において確保すべき老

人福祉事業の量の目標を定めるものとする。 

３ 市町村老人福祉計画においては、前項の目標のほか、同項の老人福祉事業

の量の確保のための方策について定めるよう努めるものとする。 

４ 市町村は、第二項の目標（老人居宅生活支援事業、老人デイサービスセン

ター、老人短期入所施設及び特別養護老人ホームに係るものに限る。）を定め

るに当たつては、介護保険法第百十七条第二項第一号 に規定する介護給付等

対象サービスの種類ごとの量の見込み（同法 に規定する訪問介護、通所介護、

短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介

護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生

活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービス及び

介護福祉施設サービス並びに介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予

防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機

能型居宅介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護に係るものに限る。）を

勘案しなければならない。 

５ 厚生労働大臣は、市町村が第二項の目標（養護老人ホーム、軽費老人ホー

ム、老人福祉センター及び老人介護支援センターに係るものに限る。）を定め

るに当たつて参酌すべき標準を定めるものとする。  

６ 市町村は、当該市町村の区域における身体上又は精神上の障害があるため

に日常生活を営むのに支障がある老人の人数、その障害の状況、その養護の

実態その他の事情を勘案して、市町村老人福祉計画を作成するよう努めるも

のとする。 

７ 市町村老人福祉計画は、介護保険法第百十七条第一項 に規定する市町村介

護保険事業計画と一体のものとして作成されなければならない。  

８ 市町村老人福祉計画は、社会福祉法第百七条 に規定する市町村地域福祉計

画その他の法律の規定による計画であつて老人の福祉に関する事項を定める

ものと調和が保たれたものでなければならない。 

９ 市町村は、市町村老人福祉計画（第二項に規定する事項に係る部分に限る。）

を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県の意見を聴か

なければならない。 

１０ 市町村は、市町村老人福祉計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、

これを都道府県知事に提出しなければならない。 












